
議

案

第

二

十

号

 

 
 

 

港

区

食

品

衛

生

検

査

施

設

の

設

備

及

び

職

員

の

配

置

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

四

年

二

月

二

十

二

日

 

 

提

出

者

 

港

区

長

 
 

武

 

井

 

雅

 

昭

 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

食

品

衛

生

検

査

施

設

の

設

備

及

び

職

員

の

配

置

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

食

品

衛

生

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

八

年

政

令

第

二

百

二

十

九

号

）

第

八

条

第

一

項

及

 

 

び

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

食

品

衛

生

検

査

施

設

の

設

備

及

び

職

員

の

配

置

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

も

 

の

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

食

品

衛

生

検

査

施

設

」

と

は

、

食

品

衛

生

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

百

 

 

三

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

十

九

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

収

去

し

た

食

品

、

添

加

物

、

器

 

 

具

又

は

容

器

包

装

の

試

験

（

以

下

「

試

験

」

と

い

う

。

）

に

関

す

る

事

務

を

行

わ

せ

る

た

め

に

設

置

さ

れ

た

 

 

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

食

品

衛

生

検

査

施

設

を

い

う

。

 



（

港

区

に

お

け

る

食

品

衛

生

検

査

施

設

）

 
第

三

条
 

食

品

衛

生

検

査

施

設

は

、

港

区

み

な

と

保

健

所

に

設

置

す

る

。

 

（

設

備

に

関

す

る

基

準

）

 

第

四

条

 
食

品

衛

生

検

査

施

設

の

設

備

に

関

す

る

基

準

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

一

 

理

化

学

検

査

室

、

微

生

物

検

査

室

及

び

事

務

室

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

二

 

純

水

装

置

、

定

温

乾

燥

器

、

デ

ィ

ー

プ

フ

リ

ー

ザ

ー

、

ガ

ス

ク

ロ

マ

ト

グ

ラ

フ

、

分

光

光

度

計

、

高

圧

 

 
 

滅

菌

器

、

乾

熱

滅

菌

器

、

恒

温

培

養

器

、

嫌

気

培

養

装

置

、

恒

温

槽

そ

の

他

の

試

験

の

た

め

に

必

要

な

機

 

 
 

械

及

び

器

具

を

備

え

る

こ

と

。

 

（

職

員

の

配

置

に

関

す

る

基

準

）

 

第

五

条

 

食

品

衛

生

検

査

施

設

の

職

員

の

配

置

に

関

す

る

基

準

は

、

試

験

の

た

め

に

必

要

な

職

員

を

置

く

こ

と

 

 

と

す

る

。

 

 
 

 

付

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説

 

明

）

 

 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

 

律

の

一

部

の

施

行

に

伴

う

厚

生

労

働

省

関

係

政

令

等

の

整

備

等

に

関

す

る

政

令

（

平

成

二

十

三

年

政

令

第

四

百

 

七

号

）

の

施

行

に

よ

る

食

品

衛

生

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

八

年

政

令

第

二

百

二

十

九

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

う

 



条

例

制

定

権

限

の

拡

大

に

よ

り

、

み

な

と

保

健

所

に

設

置

す

る

食

品

衛

生

検

査

施

設

の

設

備

及

び

職

員

の

配

置

 
に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


